
　

平
成
25
年
度
（
24
年
分
）
の
市
・

県
民
税
の
申
告
や
所
得
税
な
ど
の

確
定
申
告
の
受
け
付
け
は
、
３
月

15
日
（
金
）
ま
で
で
す
。

　

期
限
間
近
は
窓
口
が
混
み
合
う

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
申
告
書

な
ど
は
正
し
く
作
成
し
て
早
め
の

提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
作
成
済
み
の
申
告
書
の

提
出
は
郵
送
で
も
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
申
告
書
控
え
に
収
受
印
が

必
要
な
人
は
、
切
手
を
貼
っ
た
返

信
用
封
筒
（
郵
便
番
号
、
住
所
、

氏
名
を
記
入
し
た
も
の
）
を
同
封

し
て
く
だ
さ
い
。

◆
市
・
県
民
税
申
告
書

〒
２
８
９
─

２
１
９
８

匝
瑳
市
八
日
市
場
ハ
７
９
３
番
地
２

匝
瑳
市
役
所
税
務
課
市
民
税
班

◆
所
得
税
な
ど
の
確
定
申
告
書

〒
２
８
８
─

８
６
６
６

銚
子
市
栄
町
２
─

１
─

１

銚
子
税
務
署
（
郵
送
の
場
合
）

※

受
付
・
相
談
会
場
は
銚
子
商
工

会
館
（
銚
子
市
三
軒
町
19
─

４
）

３
階
で
す
。

①
平
成
25
年
１
月
１
日
現
在
、
匝

瑳
市
の
住
民
で
、
平
成
24
年
中
に

所
得
の
あ
っ
た
人

②
勤
務
先
か
ら
匝
瑳
市
へ
給
与
支

払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
人

③
給
与
所
得
の
ほ
か
に
、
事
業
所

得
な
ど
給
与
所
得
以
外
の
所
得
が

あ
っ
た
人

※

確
定
申
告
を
し
た
人
、
ま
た
は

提
出
す
る
人
は
、
市
・
県
民
税
の

申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

平
成
24
年
中
に
老
齢
や
無
職
な

ど
に
よ
り
所
得
が
無
か
っ
た
人
、

扶
養
さ
れ
て
い
た
人
、
平
成
６
年

４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
学
生
の

人
な
ど
は
、
市
・
県
民
税
申
告
書

の
裏
面
に
そ
の
旨
を
記
載
の
上
、

提
出
を
お
願
い
し
ま
す
（
国
民
健

康
保
険
税
の
軽
減
適
用
や
非
課
税

証
明
書
な
ど
の
発
行
の
基
礎
資
料

に
な
り
ま
す
）。

日
時…

３
月
15
日
（
金
）
ま
で
の
９

時
～
12
時
、
13
時
～
16
時
（
土
・

日
除
く
）

　

場
所…

市
民
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー
２
階
第
３
会
議
室
、
野

栄
総
合
支
所
１
階
会
議
室

※

株
式
や
土
地
・
建
物
を
売
っ
た

譲
渡
所
得
の
あ
る
人
は
、
銚
子
税

務
署
へ
直
接
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

申
告
書
の
作
成
ア
ド
バ
イ
ス
を

受
け
る
人
は
、
申
告
書
、
印
鑑
、

証
明
書
な
ど
の
必
要
書
類
、
電
卓
、

筆
記
用
具
な
ど
を
持
参
の
上
、
会

場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
医
療
費
控
除
の
あ
る
人

は
領
収
書
の
集
計
、
事
業
所
得
や

不
動
産
所
得
な
ど
が
あ
る
人
は
売

上
額
や
仕
入
れ
額
、
経
費
な
ど
の

集
計
を
事
前
に
済
ま
せ
て
お
い
て

く
だ
さ
い
。

◆
市
・
県
民
税
の
申
告
に
つ
い
て

税
務
課
市
民
税
班
☎
73
・
０
０
８
７

◆
所
得
税
、
消
費
税
の
確
定
申
告

や
相
続
税
、
贈
与
税
に
つ
い
て

銚
子
税
務
署

☎
０
４
７
９
・
22
・
１
５
７
１

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp

:/
/
w
w
w
.n
ta
.g
o
.jp

申
告
書
の
提
出
先

無
収
入
だ
っ
た
人

相
談
時
の
お
願
い

問
い
合
わ
せ
先

申
告
相
談
日
程

市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
人

受
給
す
る
に
は
申
請
を

各
種
障
害
者
手
当

　

次
の
各
種
手
当
を
受
給
す
る
に

は
申
請
が
必
要
で
す
。
な
お
、
障

害
程
度
の
審
査
、
所
得
制
限
が
あ

り
ま
す
。

◆
特
別
障
害
者
手
当

　

精
神
ま
た
は
身
体
に
著
し
い
重

度
の
障
害
を
有
す
る
た
め
、
日
常

生
活
で
常
時
特
別
の
介
護
を
要
す

る
20
歳
以
上
の
在
宅
障
害
者
に
支

給
さ
れ
る
手
当

◆
障
害
児
福
祉
手
当

　

精
神
ま
た
は
身
体
に
重
度
の
障

害
を
有
す
る
た
め
、
日
常
生
活
で

常
時
介
護
を
要
す
る
20
歳
未
満
の

在
宅
障
害
児
に
支
給
さ
れ
る
手
当

◆
重
度
知
的
障
害
者
及
び
ね
た
き

り
身
体
障
害
者
福
祉
手
当

　

次
の
①
も
し
く
は
②
に
該
当
す

る
障
害
者
、
ま
た
は
そ
の
人
を
介

護
す
る
同
居
の
家
族
の
一
人
に
支

給
さ
れ
る
手
当

①
20
歳
以
上
の
在
宅
の
重
度
知
的

障
害
者
（
療
育
手
帳
に
記
載
さ
れ

た
障
害
の
程
度
が
Ⓐ
の
１
、
Ⓐ
の

２
、
Ⓐ
、
Ａ
の
１
、
Ａ
の
２
の
い

ず
れ
か
で
あ
る
人
、
ま
た
は
障
害

者
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
が
発
行
す

る
判
定
書
で
重
度
と
判
定
さ
れ
た

人
）

　

②
20
歳
以
上
65
歳
未
満
で

在
宅
の
ね
た
き
り
身
体
障
害
者
（
居

宅
で
６
か
月
以
上
常
に
ね
た
き
り

で
、
入
浴
、
食
事
、
排
便
な
ど
日
常

生
活
の
ほ
と
ん
ど
に
介
護
を
要
す

る
身
体
障
害
者
手
帳
を
持
つ
人
）

※

重
度
知
的
障
害
者
及
び
ね
た
き

り
身
体
障
害
者
福
祉
手
当
は
、
特

別
障
害
者
手
当
の
受
給
者
や
、
介

護
保
険
法
に
よ
る
保
険
給
付
（
年

度
通
算
７
日
以
内
の
短
期
入
所
利

用
を
除
く
）
を
受
け
た
人
、
ま
た

は
そ
の
人
を
介
護
す
る
同
居
の
家

族
へ
は
支
給
し
ま
せ
ん
。

問
福
祉
課
福
祉
班
☎
73
・
０
０
９
６

野
栄
総
合
支
所
☎
67
・
３
１
１
１

平
成
25
年
度
（
24
年
分
）
の
市
・

民
税
の
申
告
や
所
得
税
な
ど
の

日
除
く
）

　

場
所…

市
民
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー
２
階
第
３
会
議
室
、
野

市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
人

税
の
申
告
書
は

　

３
月
15
日（
金
）ま
で
に
提
出
を

税
の
申
告
書
は

　

３
月
15
日（
金
）ま
で
に
提
出
を

税
の
申
告
書
は

　

３
月
15
日（
金
）ま
で
に
提
出
を

　

広
報
そ
う
さ
２
月
号
５
ペ
ー
ジ
「
申
告
相
談
時
の
お
願
い
」
の
中

で
、
相
談
会
場
に
持
参
し
て
い
た
だ
く
書
類
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

次
の
通
り
訂
正
し
て
お
わ
び
い
た
し
ま
す
。

（
誤
）
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
、
医
療
費
を
控
除
す
る
場

合
は
領
収
書

（
正
）
医
療
費
を
控
除
す
る
場
合
は
領
収
書

訂
正
と
お
わ
び
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３
月
の

無
料
相
談

市
税
な
ど
の
納
付
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

税
金
は
市
民
の
大
切
な
財
産
で
す

　

市
税
は
、
教
育
や
福
祉
、
住
環

境
の
整
備
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
分

野
で
市
民
の
皆
さ
ん
の
快
適
で
暮

ら
し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め

に
使
わ
れ
て
お
り
、
市
民
の
大
切

な
財
産
で
す
。
同
じ
よ
う
に
、
国

民
健
康
保
険
税
も
被
保
険
者
の
皆

さ
ん
が
医
療
を
受
け
る
と
き
の
負

担
を
軽
く
す
る
助
け
合
い
制
度
の

た
め
の
大
切
な
財
源
で
す
。
事
業

を
計
画
的
に
進
め
る
た
め
に
は
、

こ
う
し
た
市
税
な
ど
を
納
付
期
限

内
に
納
付
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が

大
切
で
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

文
書
催
告
や
電
話
催
告
、
臨
戸

保
険
料
率
は
据
え
置
き

協
会
け
ん
ぽ

◆
平
成
25
年
度
保
険
料
率

　

千
葉
支
部
加
入
者
の
皆
さ
ん
の

保
険
料
率
は
、
平
成
24
年
度
と
同

じ
９
・
９
３
％
に
据
え
置
か
れ
ま

し
た
。

◆
被
扶
養
者
の
特
定
健
診

　

平
成
25
年
４
月
か
ら
加
入
者
の

被
扶
養
者
（
40
歳
～
74
歳
）
に
対

す
る
健
診
費
用
の
助
成
が
６
、３

２
５
円
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
受

診
券
は
こ
れ
ま
で
加
入
者
の
勤
務

先
へ
送
付
し
て
い
ま
し
た
が
、
加

入
者
本
人
の
住
所
に
郵
送
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
な
お
、
健
診

機
関
の
一
覧
お
よ
び
集
団
健
診
の

日
程
や
会
場
は
協
会
け
ん
ぽ
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※

他
の
医
療
保
険
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
保
険
証
の
発
行
元

に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
全
国
健
康
保
険
協
会
千
葉
支
部

☎
０
４
３
・
３
０
８
・
０
５
２
５

不
動
産
公
売

滞
納
処
分
し
た
財
産

　

市
で
は
市
税
な
ど
の
滞
納
を
解

消
す
る
た
め
に
、
法
律
に
基
づ
い

て
滞
納
処
分
（
差
押
）
し
た
財
産

（
不
動
産
）
の
公
売
（
期
間
入
札
）

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

一
般
の
人
も
参
加
で
き
る
入
札

で
す
の
で
、
詳
細
に
つ
い
て
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※

期
間
入
札
と
は
指
定
さ
れ
た
期

間
内
に
入
札
し
て
い
た
だ
き
、
開

札
日
に
最
高
価
額
落
札
者
を
決
定

す
る
方
式
の
公
売
で
す
。

入
札
期
間…

３
月
15
日
（
金
）
～

19
日
（
火
）
の
土
・
日
を
除
く
９

時
～
17
時
　

場
所…

市
役
所
税
務

課
　

開
札
日
時…

３
月
22
日
（
金
）

10
時
　

公
売
財
産…

匝
瑳
市
春
海

所
在
の
土
地
（
宅
地
１
５
４
㎡
）・

居
宅
（
１
階
90
㎡
・
２
階
52
㎡
）

な
ど
、
旭
市
駒
込
所
在
の
土
地

（
宅
地
３
９
５
㎡
）
な
ど

※

公
売
の
詳
細
を
記
載
し
た
「
公

売
の
し
お
り
」
は
自
由
に
閲
覧
で

き
ま
す
の
で
、
入
札
参
加
希
望

の
人
は
左
記
ま
で
お
越
し
く
だ

さ
い
。
な
お
、
公
売
は
中
止
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
承

知
お
き
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
納
税
推
進
室
収
税
班

☎
73
・
０
０
８
７

◆平成24年度　公売実績（平成25年１月末現在）

平成24年10月25日

平成25年１月24日

合　　計

6件

10 件

16 件

3,352,000円

2,594,000円

5,946,000円

公売実施日 落札件数 落札合計額

Ｑ
　

３
月
に
引
っ
越
し
を
す
る
予

定
で
す
。
何
か
手
続
き
が
必
要
で

す
か
。

Ａ
　

住
所
変
更
の
手
続
き
は
、
年

金
加
入
者
、
60
歳
以
上
で
年
金
受

給
前
の
人
、
年
金
受
給
者
な
ど
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
加
入
者
は
、
原
則
、

年
金
の
住
所
変
更
の
手
続
き
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。
厚
生
年
金
・
共

済
年
金
加
入
者
、
ま
た
そ
の
扶
養

の
配
偶
者
は
、
勤
務
先
で
住
所
変

更
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

被
保
険
者
で
な
い
60
歳
以
上
の

人
は
、
年
金
の
受
給
・
未
受
給
に

関
わ
ら
ず
、
転
入
先
の
市
区
町
村

を
管
轄
す
る
年
金
事
務
所
へ
住
所

変
更
の
届
け
出
を
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
届
け
出
用
紙
は
各
市

区
町
村
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

な
お
、
年
金
受
給
者
に
つ
い
て
は
、

住
民
票
コ
ー
ド
が
日
本
年
金
機
構

に
収
録
さ
れ
て
い
る
人
は
手
続
き

を
省
略
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
年
金
事
務
所
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
日
本
年
金
機
構
佐
原
年
金
事
務
所

☎
０
４
７
８
・
54
・
１
４
４
２

市
民
課
国
保
年
金
班

☎
73
・
０
０
８
６

訪
問
を
行
っ
て
も
、
な
お
税
を
滞

納
し
て
い
る
と
財
産
の
差
押
処
分

対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
未
納
が

あ
る
場
合
に
は
早
急
に
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。
市
で
は
滞
納
処
分
を

強
化
し
て
お
り
、
差
押
え
た
動

産
・
不
動
産
な
ど
は
公
売
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
に
よ
り
換
価
し

て
市
税
な
ど
に
充
当
し
ま
す
。

　

失
業
や
疾
病
、
罹
災
な
ど
で
納

付
困
難
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、

税
務
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
平

日
や
昼
間
、
来
庁
で
き
な
い
人
に

は
、
毎
週
日
曜
日
午
前
９
時
か
ら

12
時
ま
で
「
日
曜
納
付
・
相
談
窓

口
」、
毎
月
25
日
（
土
日
の
場
合
は

翌
開
庁
日
）
午
後
８
時
ま
で
「
夜

間
納
付
・
相
談
窓
口
」
を
開
設
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
市
税
な
ど
の
納
付
は
、

納
付
忘
れ
の
心
配
が
な
く
便
利
な

口
座
振
替
を
推
奨
し
て
い
ま
す
。

そ
の
他
、
バ
ー
コ
ー
ド
印
字
の
あ

る
納
付
書
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
で
も
納
付
で
き
ま
す
の
で
、

金
融
機
関
の
営
業
時
間
内
に
納
付

で
き
な
い
人
は
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

問
税
務
課
納
税
推
進
室
収
税
班

☎
73
・
０
０
８
７

り
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